
【日本語】 

城陽市国際交流協会 2021 年 10 月 21 日 

 

【10 月 22 日からの飲食店の利用について】 

 

10 月 22 日（金）から京都府の飲食店に対する営業時間の短縮と酒類提供の制限がなくな

ります。 

 

飲食店の利用は 2 時間までで、一つのテーブルに 4 人以下にしてください。 

マスクの着用、ソーシャルディスタンス、手や指の消毒、換気などの感染対策は続けてく

ださい。 

 


